
 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部 

景品表示監視室 電話 03-3581-3377（直通）（本文第１関係） 
消費者取引課  電話 03-3581-3375（直通）（本文第２関係） 

 ホームページ http://www.jftc.go.jp 
 

1 

平成１９年度上半期における景品表示法の運用状況及び消費者取引の適正化への取組（概要） 
 

平成１９年１０月３０日 

公 正 取 引 委 員 会            
 

第１ 景品表示法事件の処理状況 
１ 公正取引委員会 
（１）処理件数 

○ 平成１９年度上半期（平成１９年４月～９月）における景品表示法事件の処理

件数は，排除命令２２件及び注意２３９件の合計２６１件 
○ なお，平成１９年１０月に排除命令１件及び警告２件を行い，１０月３０日現

在，排除命令は２３件，警告は２件 

○ 排除命令は，すべて不当表示に関するもので，生命保険の支払条件に関する不
当表示，牛肉詰め合わせ商品の内容に関する不当表示，衣料品の原材料に関する

不当表示等，商品・サービス選択における国民のニーズの動向を踏まえた事件処

理を実施 
 
（２）排除命令 

・ 牛肉詰め合わせ商品の内容に関する不当表示           １件 
・ 資格取得講座で取得できる民間資格の内容に関する不当表示    １件 

・ ガラス製品の原産国に関する不当表示              １件 

・ 染毛料の染毛効果に関する不当表示               ４件 
・ 洗桶による浴室等のカビ抑制効果に関する不当表示 

（景品表示法第４条第２項適用）               １２件 

・ 衣料品の原材料に関する不当表示                ２件 
・ 使いすてカイロの発熱効果の持続時間に関する不当表示      １件 

・ 生命保険の支払条件に関する不当表示（１０月）         １件 

 
２ 都道府県 
○ 都道府県が平成１９年度上半期に景品表示法の規定に基づき指示を行った件数は

６件 
 

第２ 消費者取引の適正化への取組 

１ 景品表示法への団体訴訟制度の導入に関する検討 

  ○ 公正取引委員会は，団体訴訟制度の導入について検討を進めるため，平成１９年

５月から６月にかけて「団体訴訟制度に関する研究会」（座長 古城誠 上智大学

法学部教授）を開催し（全５回），同研究会報告書を公表（平成１９年７月１２日） 
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  ○ 本報告書においては，景品表示法違反のうち不当表示に対する差止請求権を一定

の消費者団体に付与する制度の創設について，具体的な制度設計を進めるべきであ

るなどとされ，本報告書を踏まえ，法制度の整備が必要な事項について検討を進め

るに当たり，本報告書における検討事項に対する意見募集を実施。提出された意見

のうち，主な意見の概要及びそれらに対する公正取引委員会の考え方を整理し，公

表（平成１９年１０月１６日） 

○ また，本報告書の提言，提出された意見等を踏まえて検討を行い，「独占禁止法

の改正等の基本的考え方」（平成１９年１０月１６日公表）において，「景品表示

法上の不当表示につき，一定の消費者団体による差止請求制度を設ける。」との方

針を示したところ 

 

２ 公正競争規約の設定等 

○ 平成１９年４月に，新たに「しょうゆの表示に関する公正競争規約」を認定（次

の事項等を規定） 

・ 必要表示事項（名称，原材料名，内容量，賞味期限，事業者名等） 

・ 特定事項の表示基準（特定原産地のもの，有機農産物を原材料に使用した旨等） 

・ 特定用語の使用基準（「長期熟成」，「手造り」，「丸大豆」，「無添加」等） 

・ 不当表示事項 

○ 平成１９年９月末現在，規約数は計１０５件（景品３８件，表示６７件） 

 

３ 諸外国との連携 

  ○ 公正取引委員会は，ＯＥＣＤ加盟国を中心とした諸国の消費者保護機関等から成

るＩＣＰＥＮ（消費者保護及び執行のための国際ネットワーク）の枠組みの下で行

われる International Internet Sweep に参加するなど，諸外国の関係当局と連携 

  ○ 平成１９年度上半期においては，平成１９年９月に，「Who can you trust？（誰

を信用しますか？）」をテーマとして実施された International Internet Sweep に

参加し，公正取引委員会が委嘱している電子商取引調査員から計３３９件（２５２

事業者３２０サイト）の報告を受理 

 

４ 景品表示法の普及・啓発，消費者団体との意見交換 

  ○ 景品表示法の普及・啓発及び同法違反行為の未然防止の観点から，事業者団体，

消費者団体又は地方自治体主催の景品表示法に関する講習会等に講師を派遣してい

るところ，平成１９年度上半期においては計５１回講師を派遣 

  ○ また，全国各地の消費者団体との懇談会を開催し，当委員会の活動状況等を説明

するとともに，意見交換を行うことにより，適切な政策運営に役立てているところ，

平成１９年度上半期においては，全国各地の消費者団体との懇談会を１１回開催し

たほか，全国規模の消費者団体との懇談会を４回（うち３回は３団体と個別に懇談）

を開催 




